
菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

菊池市社会福祉法人指導監査結果

（令和６年度）

・社会福祉法人は、50音順に掲載しています。

・指導監査結果は、３か年分を掲載しています。

実地 実地指導監査

未実施 未実施理由を記載



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　愛敬会（施設名　　介護老人福祉施設　清泉）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

１．理事会を決議の省略で開催した際の議事録が作成され
ていません。法令及び定款の定めのとおり、議事録を作成
してください。
＜根拠：社会福祉法第45条の14第６項、規則第２条の17第
４項第１号、定款第27条第１項＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP31）

１．今後、決議省略の理事会を開催した場合は、ご指摘のと
おり、議事録を作成いたします。

２．新役員選任の定時評議員会後に理事長選任のための
理事会が開催されていますが、本理事会は、招集通知省略
の開催でありますが、役員の招集通知省略の同意書が徴
取してありません。また、事前に招集通知を送付してありま
すが、選任前は、旧役員への通知となるため正式なものとし
て認められません。適正な招集通知省略の手続きを行って
ください。
＜根拠：社会福祉法第45条の14第９項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第94条第２項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP27）

２．ご指摘のとおり、今後は、理事長選任のための理事会開
催につきましては、新役員選任の定時評議員会後に招集通
知省略による新役員招集を行い、その後、新役員から招集
通知省略の同意書を徴収し、当該理事会を開催いたしま
す。

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ４ 実地 R4.12月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　あすなろ保育園　（施設名　　保育園　あすなろ保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 実地 特にありません R4.11月

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　加茂川保育園　（施設名　　保育園　加茂川保育園、砦保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 実地

１．理事長及び理事個人と利益相反取引にあたる土地賃貸
借契約（１年契約の自動更新）が締結されていますが、理事
会承認が得られていません。理事会の承認を受けてから、
それぞれ新たに契約するようにしてください。また、法人の
安定的な事業の継続性に支障をきたす恐れがある土地に
ついては、賃借権設定の登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

１．理事長及び理事個人と利益相反取引にあたる土地賃貸
借契約については、令和５年３月の理事会にて承認を得た
後、それぞれ新たに契約を行う予定です。また、法人の安定
的な事業の継続性に支障をきたす恐れがある土地について
は、12月理事会にて審議・承認を得て、地上権設定を行い
ました。

R4.11月

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 実地 特にありません R6.11月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　菊幸会　（施設名　　保育園　菊池みゆきこども園、菊池乳児保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

１．理事個人と利益相反取引にあたる土地賃貸借契約（１年
契約の自動更新）が締結されていますが、理事会承認が得
られていません。理事会の承認を受けてから、新たに契約
するようにしてください。また、当該契約では、菊池乳児保育
園園長が、借受人として、契約されていますが、法人会計か
ら賃借料が支出されていますので、借受人を法人として、理
事長名で契約してください。＜根拠：社会福祉法第45条の16
第４項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
84条、第92条＞

１．令和４年12月23日実施した法人理事会において、本件を
報告。今回指導のとおり当該契約については、賃貸人を乳
児保育園緒方悦子、賃借人を法人理事長福田俊彦に修
正、その他の項目は現行のままで、契約期日を令和５年１
月５日にし、改めて契約することが了承された。当該契約書
は、上述のとおり修正され、新たに契約を締結した。

２．事業計画及び当初予算並びに補正予算について、会計
年度開始前に評議員会での承認手続きが行われていませ
ん。定款の規定どおり評議員会での承認を受けるか、又は
定款の変更をしてください。＜根拠：定款第32条＞（指導監
査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP３）

２．指摘のあった令和4年度の補正予算については、令和４
年度内に書面により評議員会の決議を諮り、指摘部分につ
いては、事後ではあるが、承認を得ることが令和４年12月23
日実施した理事会で決定された。また、同理事会において、
当初予算､補正予算など収支予算に係る事項については、
評議員会の審議事項より除外するため定款変更を実行す
ることが了承され、次回評議員会の審議議案とすることが
決定された。次回の評議員会で本件が了承されれば、速や
かに定款変更を行う。

３．平成28年度に基本財産の処分が行われていますが、基
本財産処分の認可及び定款変更の認可が令和４年７月15
日に申請されています。大幅に遅延しておりますので、今後
は、それぞれ適正な時期に所轄庁の認可申請を行うように
してください。＜根拠：社会福祉法第25条、第45条の36、定
款第30条、第39条＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP３、P50～52）

３．左記指摘事項について、令和４年12月23日実施の理事
会で、理事長が本件発生の経緯について詳細説明。今後、
方針の運営上、本件のような重要な手続きについては、今
後同様のミスがないよう参加理事より厳重注意がなされた。
今後、法人運営上重要な手続きについては、理事長・事務
局間でダブルチェックを行い、今回のような基本的ミスが発
生しないよう鋭意努力することが理事長より約束された。

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ４ 実地 R4.12月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

１．評議員の改選については、法令及び定款等を遵守し適
切に行うよう改善を求めます。
＜社会福祉法第41条　定款例第７条＞

１．左記の指摘事項を踏まえ、法令及び定款等に従い、速
やかに評議員選任を遡及し行い、適宜改善いたします。

２．基本財産が増加した場合（土地の購入）には、経理規程
第50条１項に、基本財産である固定資産の増加･減少＜第
52条に規定する減価償却等に伴う評価の減少は除く＞につ
いては、事前に理事会及び評議員会の承認を得なければな
らないと条文にありますが、議案の上程記録がありません
ので、法令及び定款等を遵守し適切に行うよう改善を求め
ます。＜社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等
に関する運用上の留意事項１の(4)＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP57～P58）

２．基本財産の増加（土地の購入）について左記の各指摘
事項を踏まえ、法令及び定款等に従い、適宜改善いたしま
す。

３．基本財産以外の土地１筆が、固定資産管理台帳から欠
落しています。評価額の未記載〈評価不明〉を含め、固定資
産管理が不十分で、決算の組み直しになることも考えられま
す。固定資産取得の際は、夫々〈個別〉に固定資産管理台
帳を作成し、固定資産管理台帳一覧表に反映させるよう、
固定資産の管理徹底を図るよう改善を求めます。＜認可通
知別紙１「社会福祉法人審査基準第２の３の(2) ＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝP52～P53）

３．固定資産管理台帳から土地１筆が欠落との指摘を踏ま
え、事実関係を確認し、左記の指示に従い本件改善を適宜
実行いたします。

Ｒ６ 実地 R6.12月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　菊池市社会福祉協議会　（施設名　　社会福祉協議会）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実地

１．R５.７.１就任の評議員６名の改選時において、辞任する
評議員１名より辞任届が徴収されていません。また、新たに
選任された評議員１名から欠格事由等に該当しない旨の宣
誓書等が徴収されていません。徴収期限を設け、提出の有
無の確認を行うようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第39条、第40条＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP６～９）

１．指導監査終了後、ただちに該当する２名より、評議員辞
任届及び宣誓書の徴収を行いました。
今後は、役員・評議員の改選時等には関係書類の提出の
確認を行うよういたします。

R5.10月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　菊池ひかり保育園　（施設名　　保育園　菊池ひかり保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実地

１．評議員会及び理事会の決議には特別の利害関係を有
する評議員及び理事が加わることができないため、会議の
前などに確認をしなくてはいけません。確認するとともに議
事録に確認をした旨の記載をしてください。また、決議省略
を実施する場合も提案書や同意書等で確認してください。＜
根拠：社会福祉法第45条の９第８項、法第45条の14第５項
＞
　（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP11、P28）

１．次回開催の評議員会及び理事会より左記の指摘事項に
ついて確認し、議事録に記載します。

R5.12月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　菊豊会　（施設名　　保育園　菊池さくら保育園、菊池第２さくら保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実地

１．理事個人と利益相反取引にあたる土地建物賃貸借契約
（１年契約の自動更新）が締結されていますが、理事会承認
が得られていません。理事会の承認を受けてから、新たに
契約するようにしてください。また、法人の安定的な事業の
継続性に支障をきたす恐れがある土地については、賃借権
設定の登記をしてください。（登記が不要な場合を除く。）
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP54）

１．令和６年３月28日開催の理事会において、理事長個人と
の土地建物賃貸借契約を利益相反取引として提案し、理事
会に諮ります。
　なお、理事会承認後は、速やかに契約します。

R5.12月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　旭志福祉会　（施設名　　保育園　北合志保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 実地

１．理事長及び理事個人と利益相反取引にあたる土地賃貸
借契約（１年契約の自動更新）が締結されていますが、理事
会承認が得られていません。理事会の承認を受けてから、
それぞれ新たに契約するようにしてください。また、法人の
安定的な事業の継続性に支障をきたす恐れがある土地に
ついては、賃借権設定の登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

１．理事長との土地賃貸借契約（利益相反取引）を、令和５
年３月の理事会に提案し、承認後新たに契約します。また、
理事との契約については解約します。

R4.10月

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　鞍岳会　（施設名　　保育園　川辺保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実地

１．評議員及び役員の改選時に徴収する履歴書や欠格事
項等に該当しない旨の宣誓書等が、再任の候補者について
徴収されていません。欠格事由等に該当しないこと等が確
認できませんので、再任の時も徴収するようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第39条、第40条第１項、第44条第１項、
第４項、第５項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP７、P16、P21）

１．再任の際も欠格事項に該当しない旨の宣誓書等を徴す
るものとします。

R5.11月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　広友会　（施設名　　介護老人福祉施設　あさひが丘荘）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

１．経理規程第54条に基本財産である固定資産の増加又は
減少〈減価償却等に伴う評価の減少は除く〉については、事
前に理事会において理事総数の三分の二以上による同意
及び評議員会の承認を得なければならないとあるが、令和
５年度において、基本財産が1,798千円増加しているもの
の、理事会の同意及び評議員会の承認が得られてません
ので、適正な手続きを行ってください。
＜社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関す
る運用上の留意事項１の(4) ＞

１．基本財産の1,798千円の取得については、その他の固定
資産の取得を基本財産の取得として事務処理（仕訳）の誤
りによるもの。令和６年度決算において修正いたします。

２．特養拠点区分資金収支計算書〈第一号第四様式〉のそ
の他の活動による支出の内、退職給付引当金資産支出の
金額と計算書類の付属明細書の「⑨引当金明細書」の退職
給付引当金の当期増加額に差異がありますので、修正をお
願いします。
＜社会福祉法人会計基準第30条、社会福祉法人会計基準
の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱い25＞

２．差異の原因は、中途採用者の異動による退職給付引当
金資産の額が引当金明細書に含まれている。資金収支計
算書には預金取引がないため含まれていないためです。こ
の差異について、熊本県社会福祉協議会並びに異動元の
法人様に確認した結果、仕訳に問題なしとのこと。また、財
務システムメーカーに引当金明細書と資金収支計算書の額
については、起票した伝票から集計されるため、手修正をす
ることは不可能との回答でした。退職共済に加入している別
法人から異動した場合の処理について、県社協の月１回実
施されている経営相談にて会計士の方へ相談（2/18）し、そ
の指導の下修正したいと考えます。

Ｒ６ 実地 R6.11月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　紫翠会　（施設名　　救護施設　菊池園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実地

１．理事個人と利益相反取引にあたる土地建物賃貸借契約
が締結されていますが、理事会承認が得られていません。
理事会の承認を受けてから、新たに契約するようにしてくだ
さい。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

１．令和５年11月29日開催の紫翠会第３回理事会第４号議
案において、「理事との利益相反取引に当たる契約の承認
について」諮り、承認を受けました。今後速やかに当該理事
と賃貸借契約を締結します。

R5.9月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　泗水東保育園　（施設名　　保育園　泗水東保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 実地 特にありません R5.1月

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　泗水福祉会　（施設名　　介護老人福祉施設　泗水苑）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実地

１．理事長が代表取締役となっている株式会社と利益相反
取引にあたる温泉供給に関する契約が締結されています
が、法改正後に理事会の承認が得られていません。理事会
の承認を得てから、新たに契約するようにしてください。ま
た、現在は、理事長の職務代理は認められていませんの
で、契約時は注意ください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

令和６年３月11日（月）開催の令和５年度第５回理事会にお
いて、温泉供給契約についての承認を得たのち、新規契約
を行いました。

（添付資料）
・理事会議事録（写し）
・温泉供給に関する契約書（写し）

R6.1月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　七城福祉会　（施設名　　障がい者支援施設　居屋敷の里）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

１．評議員及び理事・監事の選任時に徴収する欠格事由等
に該当しない旨の誓約書等が選任後に徴収してあります。
また、任期途中で辞任した評議員の辞任届が未徴収です。
辞任の意思や候補者が欠格事由等に該当しないこと等が
確認できませんので、適正な時期に適正な書類を徴取する
ようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第40条第１項、第44条第１項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝP７、P16）

１．誓約書等選任後に徴収している件は、今後選任前に徴
収できるように取り組みます。
また、任期途中で辞任した評議員の辞任届が未徴収でした
ので、徴収し、今後は適切な時期に適正な書類を徴収する
ようにいたします。

２．理事長個人と利益相反取引にあたる土地建物賃貸借契
約（１年契約の自動更新）が締結されていますが、理事会承
認が得られていません。理事会の承認を受けてから、新た
に契約するようにしてください。また、同時に賃借権設定の
登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

２．理事長個人と利益相反取引にあたる土地建物貸借契約
については、次回の理事会にて決議をおこない、承認を受
け、新たに契約をさせていただきます。
貸借権設定の登記をおこないます。

３．平成30年度に基本財産の処分が行われています。平成
30年12月に基本財産処分の認可申請は行われており、定
款変更の評議員会決議も令和元年６月に得ていますが、定
款変更認可が令和３年11月に申請されています。大幅に遅
延しておりますので、評議員会決議後速やかに所轄庁の認
可申請を行うようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の36＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP３）

３．定款の変更が大幅に遅延していますので、今回の定款
の指摘事項につきましては令和５年の理事会後、令和５年６
月の評議員会にて決議させていただき今後は速やかに提
出したいと思います。

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ４ 実地 R4.10月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　新明福祉会　（施設名　　保育園　新明保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 実地 特にありません R4.11月

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

１．令和４年度に土地の贈与及び建物の新築により、基本
財産が増加しており、経理規程第50条１項では、基本財産
である固定資産の増加･減少〈第52条に規定する減価償却
等に伴う評価の減少は除く〉については、事前に理事会及
び評議員会の承認を得なければならないと条文にあるが、
議案の上程がなく承認を得られていませんので、適正な手
続きを行ってください。
＜社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関す
る運用上の留意事項１の(4) ＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP57～P58）

１．ご指摘のとおり３月理事会また６月評議員会に報告し対
応いたします。今後同様の事案が発生した場合、定款どお
り対応いたします。

２．令和４年度、建物〈基本財産〉の新築資金として、土地及
び建物を担保に供して民間金融機関より設備資金が調達さ
れていますが、定款第29条１項に、担保に供する場合は、
理事会及び評議員会の承認を得る必要があるとあり、今回
承認を得ず担保設定されているのは、定款に記載された内
容と異なりますので、適正な手続きを行ってください。
＜社会福祉法第31条第１項 ＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP３）

２．ご指摘のとおり３月理事会また６月評議員会に報告し対
応いたします。今後同様の事案が発生した場合、定款どお
り対応いたします。

Ｒ６ 実地 R6.12月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　清泉保育園　（施設名　　保育園　清泉保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 実地 特にありません R7.1月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　たけのこ会　（施設名　　保育園　菊池幼楽園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

１．評議員の選任時に徴取する欠格事由等に該当しない旨
の誓約書等が選任後に徴取してありますので、候補者の選
任時の欠格事由等に該当しないこと等が確認できません。
また、平成29年４月１日選任の新評議員の任期を揃えるた
め任期を短縮してあり、辞任届が未徴取です。定款の規定
の任期は短縮できませんので、任期を揃える場合は、辞任
届の徴取等が必要です。適正な時期に適正な書類を徴取
するようにしてください。
＜根拠：社会福祉法第40条第１項、41条第１項、定款第７条
第１項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP7）

１．宣誓書等の徴取時期が適切では無かったため、今後は
欠格事由に該当しない旨の確認ができる宣誓書を事前に徴
取し、確認を取ったうえで選任するように改善を行う。
また、任期を揃える場合の手段が誤っており、辞任届の徴
取をしていなかった。今後は、辞任届の徴取等、定款の規
定に沿って手続きを行っていく。

２．令和３年３月28日に役員等報酬規程の改正が行われて
いますが、理事会決議、評議員会承認が得られていませ
ん。役員等報酬規程第５条に沿って適正に承認を得てくださ
い。
＜社会福祉法第45条の８第４項、第45条の16第４項、一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条、第196
条、定款第８条、第21条、役員等報酬規程第５条＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝP36）

２．役員等報酬規程の改正の際、定款に沿った手続きがさ
れていなかった。今後報酬規程の改正をする場合は、理事
会の決議後に評議員会の承認を得て改正を行っていく。

※今後も、社会福祉法に基づき必要に応じて定款変更を行
い、それに沿って法令を遵守しながら法人運営を行ってい
く。

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 実地 特にありません R6.12月

R4.10月Ｒ４ 実地



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　田島会　（施設名　　保育園　田島保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

１．評議員及び役員の選任時に徴取する履歴書が、当初就
任時のみ徴取してあり、再任時に徴取してありません。新任
候補者の選任時の履歴書においても、候補者選定より後の
徴取になっているもの、日付が無記入になっているものがあ
ります。また、欠格事由等に該当しない旨の誓約書等が、徴
取してありません。就任当初に一部身分証明書等は徴取し
てありますが、候補者選任時の欠格事由等に該当しないこ
と等が確認できませんので、適正な時期に適正な書類を徴
取するようにしてください。
＜根拠：　社会福祉法第40条、第44条＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP７、P16）

１．令和５年度定時評議員会時、すべて整理いたします。

２．理事会において、次期監事候補者の選任議案を決議す
る際、事前に現任の監事２人から次期監事の選任について
同意する旨の「同意書」が徴取してありません。徴取するよ
うにしてください。（又は、次期監事候補者の選任を決議した
理事会の議事録に、監事選任の議案に同意した現監事の
氏名を記載し、当該監事の署名をもらってください。）これ
は、監事が理事の職務の執行も監査する立場にあるため、
その独立性を確保するためです。
＜根拠：社会福祉法第43条第３項、一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律第72条第１項＞
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP20）

２．次回より徴取を行います。

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

R5.1月Ｒ４ 実地



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　芙蓉福祉会　（施設名　　保育園　富原保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ５ 実施

１．監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の
過半数の同意が得られていません。理事会が監事の選任
に関する議案を評議員会に提出する場合には、監事の過半
数の同意が必要です。再任の時も同意を得るようにしてくだ
さい。
＜根拠：社会福祉法第43条第３項、一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律第72条第１項＞
　（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP20）

 １．次回以降、理事会が監事の選任に関する議案を評議員
会に提出する場合には、監事の同意書を新任・再任に関わ
らず得るように致します。
令和７年の定時評議員会が現監事の任期となるため、その
前の監事候補者推薦の理事会にて改善予定です。 R5.11月

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　友朋会　（施設名　　障がい者支援施設　サニーサイド）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

Ｒ４ 実地 特にありません R4.9月

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 実地 特にありません R6.10月



菊池市所轄の社会福祉法人指導監査結果

対象法人及び施設 社会福祉法人　ルンビニ保育園　（施設名　　保育園　ルンビニ保育園）

実施年度 区分 改善結果等の報告を求めた事項 改善報告の内容 実施年月

１．評議員等の選任時に徴取する欠格事由等に該当しない
旨の誓約書及び前任者の任期途中の辞任届等が、選任後
に徴取してありますので、候補者の選任時の欠格事由等に
該当しないことや前任者の辞任の意思等が確認できませ
ん。候補者の選任前に適正な書類を徴取するようにしてくだ
さい。
＜根拠：社会福祉法第40条第１項、第41条第１項、第44条、
定款第７条第１項＞（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP７、P16）

１．評議員に対する承諾書、誓約書を理事会開催以前の日
付において、評議員候補者より確実に徴収するよう改善す
る。

２．理事長個人が代表となっている別法人と利益相反取引
にあたる土地賃貸借契約が締結されていますが、契約期間
が令和元年10月１日で期限切れとなっています。理事会の
承認を受けてから、早急に契約するようにしてください。ま
た、法人の安定的な事業の継続性に支障をきたす恐れがあ
る土地についての賃借権設定の登記も同時に期限切れと
なっていますので早急に登記をしてください。
＜根拠：社会福祉法第45条の16第４項、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第84条、第92条＞

２．令和４年度３月理事会を目処に宗教法人正林寺及び社
会福祉法人ルンビニ保育園において、決議をとり契約を締
結後、借地権設定の登記を行う。

Ｒ５ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ６ 未実施 ３年に１回の実施のため、当該年度未実施

Ｒ４ 実地 R4.11月


